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 別表１ 人の健康の保護に関する環境基準 

最終改正：令和 7 年 3 月 31 日環境省告示第 35 号 

項  目 基 準 値 測 定 方 法 

カドミウム 0.003mg/L 以下 
日本産業規格（以下「規格」という。）K0102-3 の 14.3、
14.4 又は 14.5 に定める方法 

全シアン 検出されないこと 

規格K0102-2の9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、
9.4、9.5 若しくは 9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行
わない）の分析を行う方法又は付表１（蒸留操作は装置
にて行う）に掲げる方法 

鉛 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方法 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

規格 K0102-3 24.3（24.3.3 及び 24.3.7 を除く。）に定
める方法（ただし、次の１及び２に掲げる場合にあつて
は、それぞれ１及び２に定めるところによる。） 
１ 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 又は 24.3.6 に定める
方法による場合（24.3.3.4 の b)による場合に限る。）
試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加す
るように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求
め、その値が 70～120％であることを確認すること。 
２ 規格 K0102-3 24.3.2 に定める方法により汽水又は海
水を測定する場合 １に定めるところによるほか、規格
K0170-7 7 の a)又は b)に定める操作を行うこと。 

砒素 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法 

総水銀 0.0005mg/L 以下 公共用水域告示付表 2 に掲げる方法 

アルキル水銀 検出されないこと 公共用水域告示付表 3 に掲げる方法 

ＰＣＢ 検出されないこと 公共用水域告示付表 4 に掲げる方法 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2又は5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2､5.3.1 又は5.3.2に定める方法 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2 又は5.3.2 に定める方法 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2又は5.3.2 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2又は5.3.1 に定める方法 

チウラム 0.006mg/L 以下 公共用水域告示付表 5 に掲げる方法 

シマジン 0.003mg/L 以下 公共用水域告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 公共用水域告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2又は5.3.2 に定める方法 

セレン 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 26.2、26.3 又は 26.4 に定める方法 





　別表２　生活環境の保全に関する環境基準

　（１）河川（湖沼を除く。）
ア

水素イオン 生物化学的酸素 浮遊物質量 溶存酸素量

濃度（ｐＨ） 要求量（ＢＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ）

ＡＡ

 水　　道　　１  級
 自然環境保全及
 びＡ以下の欄に
 掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上
20ＣＦＵ／
100ml 以下

Ａ

 水　　道　　２  級
 水　　産　　１  級
 水浴及びＢ以下
 の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上
300ＣＦＵ／
100ml 以下

Ｂ

 水　　道　　３  級
 水　　産　　２  級
 及びＣ以下の欄
 に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上
1,000ＣＦＵ／
100ml 以下

Ｃ

 水　　産　　３  級
 工業用水１級及
 びＤ以下の欄に
 掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 －

Ｄ
 工業用水２級
 農業用水及びＥ
 の欄に掲げるもの

6.0以上
8.5以下

8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 －

Ｅ
 工業用水３級
 環境保全

6.0以上
8.5以下

10mg/L以下
ごみ等の浮遊
が認められない
こと。

2mg/L以上 －

　規格K0102-1 12
に定める方法又は
ガラス電極を用いる
水質自動監視測定
装置によりこれと同
程度の計測結果の
得られる方法

　　規格K0102-1 18
　に定める方法

　　付表8に掲げる
　方法

　規格K0102-1
21.2、21.3、21.4及
び21.5に定める方
法又は隔膜電極若
しくは光学式センサ
を用いる水質自動
監視測定装置により
これと同程度の計
測結果の得られる
方法

　規格K0102-5
5.6.2（5.6.2.7は除
く。）に定める方法
（ただし、試料採取
後直ちに試験がで
きないときは、０～
５℃（凍結させない）
の暗所に保存し、９
時間以内に試験す
ることが望ましく、12
時間以内に試験す
る。）

最終改正：令和7年3月31日環境省告示第35号

利用目的の
適 　応　性

測　　定　　方　　法

　備　考
　　　１　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データを
　　　　その値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は
　　　　端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
　　　２　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。
　　　３　水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録
　　　　する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
　　　４　水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100ＣＦＵ
　　　　／100ml 以下とする。
　　　５　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている測定点を
　　　　除く。）については、大腸菌数300ＣＦＵ/100ml以下とする。
　　　６　水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用
　　　　しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
　　　７　大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育
　　　　したコロニー数を数えることで算出する。

（注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
　　　２　水　 道　 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　　　　　 〃　　　２ 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　　　　　 〃　　　３ 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
　　　３　水　 産　 １ 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
　　　　　　 〃　　　２ 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
　　　　　　 〃　　　３ 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
　　　４　工業用水１ 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　　　　　　〃　　 ２ 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
　　　　　　　〃　　 ３ 級：特殊の浄水操作を行うもの
　　　５　環  境  保  全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

基　　　　　　　　　　準　　　　　　　　　　値

該当水域
大腸菌数

第１の２の（２）
により水域類型
ごとに指定する
水域

項
目

　
 
　
類
型
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図 生活環境の保全に係る水質環境基準指定状況図（河川、海域） 
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図 水生生物の保全に係る水質環境基準指定状況図（海域） 
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別表３ 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

       最終改正：令和 7 年 3 月 31 日環境省告示第 41 号 

項  目 基 準 値 測 定 方 法 

カドミウム 0.003mg/L 以下 
日本産業規格（以下「規格」という。）K0102-3 の 14.3、
14.4 又は 14.5 に定める方法 

全シアン 検出されないこと 

規格K0102-2の9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、
9.4、9.5 若しくは 9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行
わない）の分析を行う方法又は付表１（蒸留操作は装置
にて行う）に掲げる方法 

鉛 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方法 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

規格 K0102-3 24.3（24.3.3 及び 24.3.7 を除く。）に定
める方法（ただし、次の１及び２に掲げる場合にあつて
は、それぞれ１及び２に定めるところによる。） 
１ 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 又は 24.3.6 に定める
方法による場合（24.3.3.4 の b)による場合に限る。）
試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加す
るように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求
め、その値が 70～120％であることを確認すること。 
２ 規格 K0102-3 24.3.2 に定める方法により汽水又は海
水を測定する場合 １に定めるところによるほか、規格
K0170-7 7 の a)又は b)に定める操作を行うこと。 

砒素 0.01mg/L 以下 規格 K0102-3 20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法 

総水銀 0.0005mg/L 以下 公共用水域告示付表 2 に掲げる方法 

アルキル水銀 検出されないこと 公共用水域告示付表 3 に掲げる方法 

ＰＣＢ 検出されないこと 公共用水域告示付表 4 に掲げる方法 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2又は5.3.2に定める方法 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

クロロエチレン 0.002mg/L 以下 地下水告示付表に掲げる方法 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2､5.3.1又は5.3.2 に定める方法 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2又は5.3.2に定める方法 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 
シス体にあっては規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に
定める方法、トランス体にあっては、規格 K0125 の 5.1、
5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 規格K0125の 5.1､5.2､5.3.1､5.4.1又は5.5に定める方法 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 規格K0125の5.1､5.2又は5.3.1に定める方法 

チウラム 0.006mg/L 以下 公共用水域告示付表 5 に掲げる方法 

シマジン 0.003mg/L 以下 公共用水域告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 公共用水域告示付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 
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 ５ 土壌の汚染に係る環境基準 

    （平成３年８月環境庁告示第４６号 最終改正：令和７年３月３１日環境省告示第３７号） 

 

環境基本法第 16 条第１項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環
境を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、別表５のとおり定めら
れています。 

別表５ 

項 目 環 境 上 の 条 件 測 定 方 法 

カドミウム 
検液１L につき 0.003mg 以下であり、か
つ、農用地においては、米１kg につき
0.4mg 未満であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあ
っては、日本産業規格（以下「規格」という。）
K0102-3 14.3、14.4 又は 14.5 に定める方法、農
用地に係るものにあっては、昭和 46 年 6 月農林省
令第 47 号に定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

規格 K0102-2 9.3.2 若しくは 9.3.3 の蒸留操作を
行い、9.4、9.5、9.6（ただし、蒸留操作は装置に
て行わない。）若しくは 9.7 の分析を行う方法又
は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表１（蒸留
操作は装置にて行う。）に掲げる方法 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

規格 K0102-4 7.2.1 及び 7.2.3 に定める方法又は
パラチオン、メチルパラチオン若しくは EPN にあ
っては規格 K0102-4 7.2.1、7.2.2.2 及び 7.2.5
又は7.2.1及び7.2.6に定める方法（ただし、7.2.6
に定める方法により測定する場合において、7.2.2
のクリーンアップを行うときは、7.2.2.2 に定め
る操作とする。） 

鉛 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 
規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定め
る方法 

六価クロム 検液１L につき 0.05mg 以下であること。 

規格 K0102-3 24.3（24.3.7 を除く。）に定める方
法（ただし、24.3.2 に定める方法により塩分の濃
度の高い試料を測定する場合にあっては、規格
K0170-7 7 のａ）又はｂ）に定める操作を行うも
のとする。） 

砒素 
検液１Lにつき0.01mg以下であり、かつ、
農用地（田に限る。）においては、土壌
１kg につき 15mg 未満であること。 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあ
っては、規格 K0102-3 20.2、20.3、20.4 又は 20.5
に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭
和 50 年 4 月総理府令第 31 号に定める方法 

総水銀 
検出１L につき 0.0005mg 以下であるこ
と。 

昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる
方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 
昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和
49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 
昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる
方法 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌１
kg につき 125mg 未満であること。 

昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法 

ジクロロメタ
ン 

検液１L につき 0.02mg 以下であること。 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 検液１Lにつき0.002mg以下であること。 
規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定
める方法 

クロロエチレ
ン（別名塩化
ビニル又は塩
化ビニルモノ
マー） 

検液 1L につき 0.002ｍｇ以下であるこ
と。 

平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 

1，2－ジクロ
ロエタン 

検液１Lにつき0.004mg以下であること。 
規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める
方法 

1，1－ジクロ
ロエチレン 

検液１L につき 0.1mg 以下であること。 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 
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項 目 環 境 上 の 条 件 測 定 方 法 

1，2-ジクロロ
エチレン 

検液１L につき 0.04mg 以下であること。 
シス体にあっては規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2
に定める方法、トランス体にあっては規格Ｋ0125 
5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

1，1，1－トリ
クロロエタン 

検液１L につき１mg 以下であること。 
規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定
める方法 

1，1，2－トリ

クロロエタン 
検液１Lにつき0.006mg以下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

トリクロロエ

チレン 
検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

テトラクロロ

エチレン 
検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

規格 K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

1，3－ジクロ

ロプロぺン 

検液１L につき 0.002mg 以下であるこ

と。 
規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

チウラム 
検液１L につき 0.006mg 以下であるこ

と。 

昭和46年 12月環境庁告示第59号付表5に掲げる

方法 

シマジン 
検液１L につき 0.003mg 以下であるこ

と。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1

又は第 2 に掲げる方法 

チオベンガル

ブ 
検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 6 の第 1

又は第 2 に掲げる方法 

ベンゼン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セレン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 規格 K0102-3 26.2、26.3 又は 26.4 に定める方法 

ふっ素 検液１L につき 0.8mg 以下であること。 

規格 K0102-2 5.2 及び 5.3、5.2 及び 5.4（妨害と

なる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水

素が多量に含まれる試料を測定する場合にあって

は、蒸留試薬溶液として、水約 200ｍL に硫酸 10

ｍL、りん酸 60ｍL 及び塩化ナトリウム 10ｇを溶

かした溶液とグリセリン 250ｍL を混合し、水を加

えて 1,000ｍL としたものを用い、規格 K0170-6 6

図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加す

る。）、5.2（蒸留操作を行う場合にあっては、フ

ェノールフタレイン溶液を加えず、pH 試験紙によ

って液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマ

トグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを

確認した場合にあっては、これを省略することが

できる。）及び 5.5 又は 5.2 及び 5.6 に定める方

法 

ほう素 検液１L につき 1mg 以下であること。 規格 K0102-3 5.2、5.5 又は 5.6 に定める方法 

1,4-ジオキサ

ン 

検液 1L につき 0.05ｍｇ以下であるこ

と。 

昭和46年 12月環境庁告示第59号付表7に掲げる

方法 

備考 

１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これ

を用いて測定を行うものとする。 

２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のう

ち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該

地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１L につき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、

0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液１Lにつき0.009mg、0.03mg、

0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、そ

の結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

５ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と規

格 K0125 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

 







- 165 - 
 

 ７ 特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件 
 

「有害物質を含むものとしての要件」とは、有害物質の種類ごとに環境庁長官が定める方

法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質

が検出されることをいい、具体的には別表７のとおり告示で検定方法が定められ、「検出」

の判断基準値が示されています。  
 

別表７ 水質汚濁防止法施行規則第６条の２の規定に基づく環境大臣が定める検定方法  
（平成元年８月環境庁告示第３９号 最終改正：令和７年３月環境省告示第４２号）  

有害物質の 

種   類 
検 定 方 法 備 考 

カドミウム及びその化合物 

日本産業規格（以下「規格」という。）K0102-3 14.2、14.3、14.4

又は 14.5 に定める方法（ただし、14.2 に定める方法にあっては

4.2.4.2、4.2.4.3 又は 4.2.4.5 に定める操作を、14.4 に定める方

法にあっては 4.2.4.4 又は 4.2.4.5 に定める操作を行うものとす

る。） 

0.001mg/L 

シアン化合物 

規格 K0102-2 9.3.2 若しくは 9.3.3 の蒸留操作を行い、9.4、9.5

若しくは 9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わない。）の分析を

行う方法又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る

環境基準について）（以下「環境基準告示」という。）付表 1（蒸

留操作は装置にて行う。）に掲げる方法 

0.1mg/L 

有機燐化合物 （パラチオ

ン、メチルパラチオン、メ

チルジメトン及びＥＰＮに

限る。） 

規格 K0102-4 7.2.1 及び 7.2.3 に定める方法 0.1mg/L 

鉛及びその化合物 

規格 K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は 13.5 に定める方法（ただし、

13.2 に定める方法にあっては 4.2.4.2、4.2.4.3 又は 4.2.4.5 に定

める操作を、13.4 に定める方法にあっては 4.2.4.4 又は 4.2.4.5

に定める操作を行うものとする。） 

0.005mg/L 

六価クロム化合物 

規格 K0102-3 24.3.1 に定める方法（着色している試料又は六価ク

ロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあって

は、24.3.3.4 のｂ）及び 24.2（24.2.2 は除く）に定める方法）又

は規格 K0102-3 24.3.2 に定める方法（ただし、塩分の濃度の高い

試料を検定する場合にあっては、規格 KO170-7 の 7 のａ）又はｂ）

に定める操作を行うものとする。） 

0.04mg/L 

砒素及びその化合物 規格 K0102-3 20.2、20.3、20.4 又は 20.5 に定める方法 0.005mg/L 

水銀及びアルキル水銀その

他の水銀化合物 
環境基準告示付表 2 に掲げる方法 0.0005mg/L 

アルキル水銀化合物 
環境基準告示付表 3 及び昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号（環境大

臣が定める排水基準に係る検定方法）付表 1 に掲げる方法 
0.0005mg/L 

ポリ塩化ビフェニル 環境基準告示付表 4 に掲げる方法 0.0005mg/L 

トリクロロエチレン 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 
0.002mg/L 

テトラクロロエチレン 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 
0.0005mg/L 

ジクロロメタン 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 0.002mg/L 

四塩化炭素 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める

方法 
0.0002mg/L 
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（８）水底土砂に係る判定基準  

（昭和４８年総理府令第６号 最終改正：令和７年環境省令第８号）  
 

No. 項  目 判定基準 

1 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 

2 水銀又はその化合物 検液 1L につき水銀 0.005mg 以下 

3 カドミウム又はその化合物 検液 1L につきカドミウム 0.03mg 以下 

4 鉛又はその化合物 検液 1L につき鉛 0.1mg 以下 

5 有機りん化合物 検液 1L につき有機りん化合物 1mg 以下 

6 六価クロム化合物 検液 1L につき六価クロム 0.2mg 以下 

7 ひ素又はその化合物 検液 1L につきひ素 0.1mg 以下 

8 シアン化合物 検液 1L につきシアン 1mg 以下 

9 ポリ塩化ビフェニル 検液 1L につきポリ塩化ビフェニル 0.003mg 以下 

10 銅又はその化合物 検液 1L につき銅 3mg 以下 

11 亜鉛又はその化合物 検液 1L につき亜鉛 2mg 以下 

12 ふつ化物 検液 1L につきふつ素 15mg 以下 

13 トリクロロエチレン 検液 1L につきトリクロロエチレン 0.1mg 以下 

14 テトラクロロエチレン 検液 1L につきテトラクロロエチレン 0.1mg 以下 

15 ベリリウム又はその化合物 検液 1L につきベリリウム 2.5mg 以下 

16 クロム又はその化合物 検液 1L につきクロム 2mg 以下 

17 ニッケル又はその化合物 検液 1L につきニッケル 1.2mg 以下 

18 バナジウム又はその化合物 検液 1L につきバナジウム 1.5mg 以下 

19 
廃棄物処理令別表第 3 の 3 第

24 号に掲げる有機塩素化合物 
試料 1kg につき塩素 40mg 以下 

20 ジクロロメタン 検液 1L につきジクロロメタン 0.2mg 以下 

21 四塩化炭素 検液 1L につき四塩化炭素 0.02mg 以下 

22 1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 1,2-ジクロロエタン 0.04mg 以下 

23 1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 1,1-ジクロロエチレン 1mg 以下 

24 シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1Lにつきシス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg 以下 

25 1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1,1,1-トリクロロエタン 3mg 以下 

26 1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg 以下 

27 1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg 以下 

28 チウラム 検液 1L につきチウラム 0.06mg 以下 

29 シマジン 検液 1L につきシマジン 0.03mg 以下 

30 チオベンカルブ 検液 1L につきチオベンカルブ 0.2mg 以下 

31 ベンゼン 検液 1L につきベンゼン 0.1mg 以下 

32 セレン又はその化合物 検液 1L につきセレン 0.1mg 以下 

33 1,4-ジオキサン 検液 1L につき 1,4-ジオキサン 0.5mg 以下 

 




